
南部大阪都市計画地区計画の決定（大阪狭山市決定） 

 

都市計画山本南地区地区計画を次のように決定する。 

名   称 山本南地区地区計画 

位   置 大阪狭山市山本南地内 

面   積 約２．８ｈａ 

区 

域 

の 

整 

備 

・ 

開 

発 

及 

び 

保 

全 

の 

方 

針 

地区計画の目標 

農地や緑地と調和した住宅地の形成を図ることで、スポーツ・レク

リエーション拠点に近接した健康的な住環境をつくるとともに、周辺

集落の住環境や景観を保全し、コミュニティの形成を図る。 

土地利用の方針 
周辺の農地や緑地、集落景観と調和する、ゆとりのある第一種低層

住居専用地域並みの住宅地の形成を図る。 

地区施設の整備の方針 

道路については、既存道路に複数箇所接続させ、地区内においては、

中央部に周辺集落とスポーツ・レクリエーション拠点を結ぶ道路を整

備するとともに、整然とした街区を形成するよう区画道路を整備す

る。 

公園及び緑地については、関係法令・条例、上位計画等の方針に基

づき、適正な規模や配置等を定め、整備する。また、建築物の緑化率

の最低限度を１／１０以上と定め、地区計画区域の２０％を緑地で確

保する。 

調整池については、本地区のみならず、下流域で発生している浸水

被害をさらに悪化させることがないよう計画した上で、整備する。 

建築物等の整備の方針 

建築物の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建

蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の壁面の

位置の制限、建築物の高さの最高限度、建築物の緑化率の最低限

度、建築物の形態又は意匠の制限、かき又はさくの構造の制限を

定め、ゆとりのある第一種低層住居専用地域並みの住宅地の形成を図

る。 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 

道路１号  幅員 約 9ｍ  延長 約 268ｍ 

道路２号  幅員 約 7ｍ  延長 約 139ｍ 

道路３号  幅員 約 7ｍ  延長 約 228ｍ 

道路４号  幅員 約 7ｍ  延長  約 82ｍ 

道路５号  幅員 約 7ｍ  延長  約 86ｍ 

道路６号  幅員 約 7ｍ  延長  約 89ｍ 

道路７号  幅員 約 7ｍ  延長  約 38ｍ 

公  園   面積   約 869㎡ 

緑  地   面積 約 3,174㎡ 

調 整 池    面積   約 887㎡ 

 



地 

 

区 

 

整 

 

備 

 

計 

 

画 

 

建 

 

築 

 

物 

 

等 

 

に 

 

関 

 

す 

 

る 

 

事 

 

項 

建築物の用途の 

制限 

区域内においては、次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築

してはならない。 

  住宅（長屋を除く。以下この項目において同じ。） 

  住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののう

ち建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「建築基準

法施行令」という。）第１３０条の３で定めるもの 

  集会所 

  前３号の建築物に附属するもの（建築基準法施行令第１３０条の

５で定めるものを除く。） 

建築物の容積率の 

最高限度 
１０／１０以下 

建築物の建蔽率の 

最高限度 
５／１０以下 

建築物の敷地面積 

の最低限度 
１５０㎡以上 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離

は、１ｍ以上でなければならない。なお、この緩和に関する措置は、

建築基準法施行令第１３５条の２１に定めるところによる。 

建築物の高さの 

最高限度 

 建築物の高さは、１０ｍ以下とする。 

 前号の建築物の高さの算定については、建築基準法施行令第２条

第１項第６号ロ及びハに定めるところによる。 

 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界

線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得

たものに５ｍを加えたもの以下でなければならない。 

 前号の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令第１３５条

の４第１項第１号及び第２号に定めるところによる。 

建築物の緑化率の 

最低限度 
１／１０以上 

建築物の形態 

又は意匠の制限 

建築物の屋根及び外壁等は、良好な住環境にふさわしい、落ち着き

のある色合いのものとする。 

かき又はさくの 

構造の制限 

建築物に附属するかき又はさく（門及び門柱を除く。）を道路に面し

て設置する場合は生垣としなければならない。ただし、地盤面からの

高さが０．６ｍ以下の部分については、この限りでない。 

また、隣地境界について、生垣以外の構造とする場合は、網状その

他これに類する形状等透視可能構造とし、高さは地盤面から１．２ｍ

以下としなければならない。 

備  考  

区域及び地区施設の配置は計画図表示の通り 



   南部大阪都市計画山本南地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関す

る条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６８条の２第１項

の規定に基づき、南部大阪都市計画山本南地区地区計画（以下「山本南地区地区計

画」という。）の区域内における建築物に関する制限を定めるとともに、都市緑地

法（昭和４８年法律第７２号）第３９条第１項の規定に基づく建築物の緑化率に関

する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境

を確保することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、建築基準法、都市緑地法、建築基準法施行

令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）及び山本南地区地区計画の

定めるところによる。 

 （適用区域） 

第３条 この条例の規定は、山本南地区地区計画の区域に適用する。 

 （建築物の用途の制限） 

第４条 山本南地区地区計画の区域内においては、次に掲げる建築物以外の建築物は、

建築してはならない。 

  住宅（長屋を除く。以下この条において同じ。） 

  住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第１３０

条の３で定めるもの 

  集会所 

  前３号の建築物に附属するもの（令第１３０条の５で定めるものを除く。） 

 （建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第５条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、１０分の１０以下でなければ

ならない。 

 （建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度） 

第６条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、１０分の５以下でなければな

らない。 



 （建築物の敷地面積の最低限度） 

第７条 建築物の敷地面積は、１５０平方メートル以上でなければならない。 

（建築物の壁面の位置の制限） 

第８条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、１メー

トル以上でなければならない。 

２ 前項の適用の緩和に関する措置は、令第１３５条の２１に定めるところによる。 

 （建築物の高さの最高限度） 

第９条 建築物の高さは、１０メートル以下でなければならない。 

２ 前項の建築物の高さの算定については、令第２条第１項第６号ロ及びハに定める

ところによる。 

３ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界

線までの真北方向の水平距離に１．２５を乗じて得たものに５メートルを加えたも

の以下でなければならない。 

４ 前項の適用の緩和に関する措置は、令第１３５条の４第１項第１号及び第２号に

定めるところによる。 

 （建築物の緑化率の最低限度） 

第１０条 建築物の緑化率は、１０分の１以上でなければならない。 

（建築物の意匠の制限） 

第１１条 建築物の屋根及び外壁等は、良好な住環境にふさわしい、落ち着きのある

色合いのものとする。 

 （垣又は柵の構造の制限） 

第１２条 建築物に附属する垣又は柵（門及び門柱を除く。）を道路に面して設置する

場合は生垣としなければならない。ただし、地盤面からの高さが０．６メートル以

下の部分については、この限りでない。 

２ 隣地境界について、生垣以外の構造とする場合は、網状その他これに類する形状

等透視可能構造とし、高さは地盤面から１．２メートル以下としなければならない。 

 （公益上必要な建築物等の特例） 

第１３条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上若しくは構

造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして良

好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可



の範囲内において、第４条から前条までの規定は適用しない。 

 （罰則） 

第１４条 次の各号のいずれかに該当する者は、５００，０００円以下の罰金に処す

る。 

 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主（建築基準法第８７

条第２項において準用する第４条の規定に違反した場合においては、当該建築物

の所有者、管理者又は占有者） 

⑵ 第５条から第９条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設

計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工し、違

反することとなった場合においては、当該建築物の工事施工者） 

⑶ 建築物を建築した後に、第７条の規定に違反することとなった場合においては、

当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第２号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によ

るものであるときは、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又

は人の業務に関して、第１項又は前項の違反行為をした場合においては、その行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。 

第１５条 次の各号のいずれかに該当する者は、３００，０００円以下の罰金に処す

る。 

⑴ 第１０条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者（設計図書を用い

ないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工し、違反することと

なった場合においては、当該建築物の工事施工者） 

⑵ 建築物を建築した後に、第１０条の規定に違反することとなった場合において

は、当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

２ 前項第１号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によ

るものであるときは、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。 

 （委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 



 この条例は、公布の日から施行する。 
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理    由 
  

 本地区は、大阪狭山市北西部に位置し、総合体育館や市民

総合グラウンド等が整備されたスポーツレクリエーション

施設に隣接した田園住宅地区の中にある。 

 本地区では、農家の後継者不足や高齢化等を背景として耕

作放棄地が増加している。また、周辺道路ネットワークや雨

水排水施設等の整備についても難があり、自動車等の通行や

災害時の避難・防災対策にも支障をきたす状況となっており、

生活利便性を高めることが望まれている。 

 本計画は既存集落地と結ぶ幅員 8.9ｍの幹線道路を地区中

央部に配置し交通環境の改善を図るとともに、周辺にある雨

水排水施設を分断することなく、計画地内に設ける排水施設

に接続し、下流域における洪水等の災害防止の為、調整池を

配置し防災対策にも改善も踏まえた計画的な市街地の形成

を図れる。 

以上のことから、本地区に地区計画を決定しようとするも

のである。 


